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指宿市池田湖観光施設公園指定管理者募集要項 

  

指宿市池田湖観光施設公園の管理運営を効果的かつ効率的に行い，サービスの向上を図るため，

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項及び指宿市公の施設の指定管理者の指

定の手続等に関する条例（平成 18 年指宿市条例第 199 号。以下「手続条例」という。）の規定に

基づき，次のとおり指定管理者を募集します。なお，本要項と指宿市池田湖観光施設公園管理運

営業務仕様書（別冊）は一体のものであるため，併せて確認してください。 

 

１ 対象施設の設置目的及び管理運営方針 

  対象施設の設置目的及び管理運営方針については，指宿市池田湖観光施設公園管理運営業務

仕様書中の「Ⅱ 施設の設置目的」及び「Ⅳ 管理運営方針」に記載のとおりです。 

 

２ 対象施設の概要 

  対象施設の概要については，指宿市池田湖観光施設公園管理運営業務仕様書中の「Ⅲ 施設

の概要」に記載のとおりです。 

 

３ 指定の予定期間 

  令和４年 10 月１日から令和７年３月 31 日まで（２年６か月間） 

  ※ ただし，手続条例第 13 条第１項の規定により，期間の途中においても指定を取り消すこ

とがあります。 

 

４ 指定管理施設の管理基準 

  指定管理施設の管理基準については，指宿市池田湖観光施設公園管理運営業務仕様書中の「Ⅴ 

管理の基本的事項（管理基準等）」に記載のとおりです。 

 

５ 指定管理者が行う業務 

  指定管理者が行う業務については，次のとおりです。なお，業務の詳細については指宿市池

田湖観光施設公園管理運営業務仕様書中の「Ⅵ 業務の範囲及び内容」に記載のとおりです。 

 ⑴ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

  ① 施設及び設備の保守点検に関する業務 

  ② 施設の清掃，衛生管理に関する業務 

  ③ 保安警備に関する業務 

  ④ 修繕業務 

  ⑤ 物品管理業務 

  ⑥ 自然災害等発生時における施設保全業務 

⑵ 施設の運営に関する業務 

 ① 観光案内等業務 
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 ② 管理運営業務 

 ③ 開業準備期間に行う業務 

⑶ サービス向上を図るための業務 

 ① ホームページの作成・更新・保守管理等 

 ② チラシ，パンフレット等施設案内の作成 

 ③ 地域との連携 

 ④ 観光体験メニューの企画・構築 

 ⑤ 市主催事業への協力 

⑷ 指定管理に付随する業務 

 ① 事業計画書及び収支予算書の作成提出 

 ② モニタリングに関する業務 

 ③ 施設許可等に係る管理経費等の徴収義務 

 ④ 次期指定管理者との引継業務及び補助 

 ⑤ その他施設運営に附帯する業務 

※ 指定管理者は，施設の利用促進のため，市と協議の上，自己の責任及び費用負担により，

自主事業を実施することができます。自主事業の詳細については，指宿市池田湖観光施設公

園管理運営業務仕様書中の「Ⅵ 業務の範囲及び内容」のうち，「５ 自主事業」に記載のと

おりです。 

 

６ 市と指定管理者の責任の分担 

  市と指定管理者の責任の分担については，指宿市池田湖観光施設公園管理運営業務仕様書中

の「Ⅶ リスク分担」に記載のとおりです。 

 

７ 指定管理に係る経費等 

  指定管理に係る経費等については，指宿市池田湖観光施設公園管理運営業務仕様書中の「Ⅷ 

管理に関する経費等」に記載のとおりです。 
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８ 公募及び指定等のスケジュール 

  指宿市池田湖観光施設公園の指定管理者の公募及び候補者の選定等については，次の日程に

より行います。なお，申請書受付以降の日程は予定であり，必要に応じて変更する場合があり

ますので，その場合は，応募した法人等にその旨通知します。 

 

工  程 時  期 

募 集 要 項 の 配 布 
令和４年１月５日（水）から令和４年１月 31 日（月） 

※ 窓口での配布は開庁日に限る。 

現 地 説 明 会 

申 込 期 限 
令和４年１月 31日（月）まで 

現 地 説 明 会 
令和４年１月 31日（月）から令和４年２月９日（水） 

※ 現地説明は，開庁日に限り，市と調整の上決定する。 

質 問 の 受 付 
令和４年１月 31 日（月）から令和４年２月 14 日（月） 

※ 質問への最終回答は２月 21 日（月）までを予定。 

申 請 書 類 の 提 出 
令和４年２月 21日（月）から令和４年３月２日（水） 

※ 窓口への提出は開庁日に限る。 

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 令和４年３月 

指 定 管 理 者 候 補 者 

選 定 結 果 通 知 
令和４年５月 

指 定 管 理 者 指 定 

（ 議 決 ） 
令和４年６月 

基 本 協 定 書 の 締 結 令和４年７月 

年 度 協 定 書 の 締 結 令和４年９月 

 

９ 応募の手続等 

 ⑴ 応募に関する問合せ，申込先及び各種書類の提出先 

   指宿市産業振興部観光課観光企画係 

    〒891-0497 鹿児島県指宿市十町 2424 番地 

    電話 0993-22-2111（内線 328） 

FAX 0993-23-4987 

    観光課メールアドレス kanko@city.ibusuki.jp 

    指宿市ホームページアドレス http://www.city.ibusuki.lg.jp 
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 ⑵ 応募資格 

  ① 申請者は法人，その他の団体であること（個人は申請できない） 

  ② 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に規定する者に該当しないこ

と。 

  ③ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 条）第 244 条の２第 11 項の規定による指定の取消し

を受けたことがないこと。 

  ④ 申請者が国税，市税等の納付義務がある団体等である場合，当該税金に滞納がないこと。 

  ⑤ 申請者となる団体の代表者が国税，市税等の納付義務がある場合，当該税金に滞納がな

いこと。 

  ⑥ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをして

いないものであること。 

  ⑦ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統制下にある団体でないこと。 

⑶ 指定管理料の基準価格 

基準価格は，２年６か月間の合計で 24,514,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）とし

ます。なお，基準価格を上回る額での応募は失格となります。 

   ※ 指定管理期間開始日までに指定管理料の支払いは行いません。なお，指定管理期間開

始日までに発生する観光施設や公衆トイレ等は市が維持管理をし，その維持管理に要す

る費用は市が負担します。 

 ⑷ 施設管理に関する特記事項 

指定管理者は，施設の利用促進のため，市と協議の上，自己の責任及び費用負担により，

自主事業を実施することができます。なお，観光施設内の厨房等（厨房やバックヤード等）

を自主事業で利活用する場合は，貸付料を市に納付してください。 

詳細については，指宿市池田湖観光施設公園管理運営業務仕様書の「Ⅵ 業務の範囲及び

内容 ５ 自主事業」のとおりです。 

 ⑸ 募集要項等の公表・配布 

   指宿市産業振興部観光課観光企画係にて配布します。また，指宿市ホームページからもダ

ウンロードできます。募集要項等の入手方法については，指宿市ホームページからダウンロ

ードする方法と，直接受け取りに来られる方法のいずれかになります。 

   なお，郵送，電子メール，ＦＡＸによる請求は不可とします。 

  ① 配布期間 令和４年１月５日（水）～令和４年１月 31 日（月） 

※ 窓口での配布は開庁日に限る。 

 ⑹ 現地説明会 

   下記のとおり現地説明会を行います。現地説明会への参加がない場合には，応募は認めら

れませんので，申請予定者は必ず参加してください。参加者定員は申請者毎に３名までとし，

マスク着用の上参加してください。なお，発熱等の体調不良がある場合には，参加は御遠慮

ください。 
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 ① 日  時  令和４年１月 31 日（月）から 

         令和４年２月９日（水）の間で 

         90 分程度（土・日・祝日を除く） 

 ② 場  所  指宿市池田 5123 番７ 

 ③ 申込方法  指宿市池田湖観光施設公園指定管理者募集要項＜申請関係書類様式集＞の別

紙４に必要事項を明記の上，持参，郵送又は電子メールにより令和４年１月

31 日（月）までに申し込んでください。なお，持参以外の場合は提出後に必

ず電話による到着確認を行ってください。 

 ⑺ 質問の受付 

  ① 質問については，指宿市池田湖観光施設公園指定管理者募集要項＜申請関係書類様式集

＞のうち，質問書（別紙５）によって行います。（指宿市ホームページからダウンロードで

きます。）質問内容を記入の上，持参，郵送又は電子メールにより提出してください。なお，

持参以外の場合は提出後に必ず電話による到着確認を行ってください。 

   ※ 口答や電話による質疑は一切，受け付けません。 

  ② 受付期間 令和４年１月 31 日（月）～令和４年２月 14 日（月）午後５時まで必着 

  ③ 質問内容 具体的な項目について，簡潔かつ明瞭に表記してください。抽象的な質問に

は回答できない場合があります。 

  ④ 質問への回答 質問への回答は，令和４年２月 21 日（月）午後５時までに，現地説明会に参

加した事業者へ情報提供します。 

  ⑤ 質 問 者 質問を行える者は，原則現地説明会へ参加された応募者に限ります。 

⑻ 申請関係書類 

申請の際には，次の書類を提出してください。申請書類のうち，①～④については，指宿市

池田湖観光施設公園指定管理者募集要項＜申請関係書類様式集＞に様式があります。（指宿市ホ

ームページからダウンロードできます。） 

  なお，申請書類の作成及び提出に要する費用はすべて申請を行う団体の負担とします。 

  ① 指定管理者指定申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【第１号様式】 

  ② 事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【第 2 号様式】 

  ③ 管理の業務に関する収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・【第３号様式】 

④ 宣誓書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙１】 

⑤ 法人の場合は，登記事項証明書及び定款又は寄附行為 

⑥ 法人以外の団体の場合は，定款その他約款 

⑦ 申請書を提出する日の直前２事業年度における決算（事業経歴を含む。）に関する書類（た

だし，団体としての実績がある場合に限る。） 

⑧ 印鑑登録証明書 

⑨ 申請者が国税，市税等の納付義務がある団体等である場合，当該税金に滞納がないこと

の証明（複数の事業者が出資して構成される企業が応募する場合には，出資元の企業の決

算書類も提出すること。） 

⑩ 申請者となる団体の代表者が国税，市税等の納付義務がある場合，当該税金に滞納がな
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いことの証明 

⑪ 団体等の組織図，役員（職員）名簿 

 ⑼ 共同事業体による申請の場合（①及び②は指定様式） 

共同事業体による申請の場合は，⑻ 申請関係書類に記載された書類に加えて，次の書類も提

出してください。 

① 共同事業体で応募する際の誓約書・・・・・・・・・・・・・・【別紙２】 

② 共同事業体を代表する法人等への申請手続きに係る委任状・・・【別紙３】 

③ 共同事業体申請理由書（任意様式。共同事業体として申請する目的や必要性，構成員の

選定経緯並びに資本出資及び取引関係等） 

  ④ 共同事業体の構成団体及び役割分担等を記載した書類（任意様式） 

 

10 応募方法 

⑴ 申請書類の受付期間及び時間 

   受付期間 令和４年２月 21 日（月）～令和４年３月２日（水） 

午前８時 30 分から午後５時までとします。 

※ 窓口への提出は開庁日に限る。 

 ⑵ 申請書類の提出方法 

申請書類の提出方法は，持参又は郵送（信書として取り扱える事業者での発送は可とする。）

とし，令和４年３月２日（水）午後５時までの必着とします。これ以降に届いた場合につい

ては失格となります。なお，郵送の場合は，受取確認のできる方法で郵送してください。 

応募の際，応募書類に対し，事務局から質問する場合がありますので，質問に回答できる

方が持参してください。また，郵送については，問合せする場合がありますので，回答でき

る方の対応をお願いします。 

 ⑶ 申請書類の提出部数 

   正本１部及び副本 15 部（副本は，複写可とする。） 

 ⑷ 応募に当たっての留意事項 

  ① 法人等が提出する事業計画書等の著作権は，提出した法人等に帰属します。ただし，市

は必要な場合において事業計画書等の内容の全部又は一部を利用することができることと

します。 

  ② 申請書類その他提出された書類は返却しません。 

  ③ 申請書類その他提出された書類は，指宿市情報公開条例（平成 18 年指宿市条例第 12 号）

の規定に基づき開示することがあります。ただし，個人情報又は法人等の正当な利益を害

する情報は非開示とします。 

  ④ 提出期限後，申請書類その他提出された書類の再提出又は差替えは，原則として認めま

せん。 

  ⑤ 申請書類のほか，必要に応じ追加資料の提出を依頼する場合や，内容確認をする場合が

あります。 

  ⑥ 手続条例，その他関係する法令等を了知の上で応募してください。 
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11 プレゼンテーション 

申請書類を期限内に提出した申請者には，申請内容についての説明及び質疑に回答していた

だくため，プレゼンテーションを行います。日程及び時間については，令和４年３月に予定し

ています。なお，プレゼンテーションに出席しない申請者は，失格とします。 

詳細については，各申請者に個別に連絡します。 

 

12 指定管理者の選定方法等 

 ⑴ 選定方法 

学識経験者等の委員で構成する指宿市指定管理者候補者選定委員会（以下「選定委員会」

という。）を設置し，選定基準に基づいて総合的に評価して指定管理者の候補者（以下「指定

管理者候補者」という。）の選定を行います。 

⑵ 選定基準 

指定管理者候補者の選定は，次に掲げる選定基準に基づき行います。 

  ① 事業計画書の内容が市民や観光客の平等な利用の確保に十分なものであること。 

   ・事業計画の内容が，市民や観光客が広く利用可能なものであること。 

  ② 事業計画書の内容が指宿市池田湖観光施設公園の効用を最大限に発揮させるものである

とともに，委託業務に係る経費の効率化が図られるものであること。 

   ・事業計画の内容が，委託業務の内容を理解し，かつ，適切なものであること。 

   ・事業計画の内容が，現実的かつ独創的であること。 

   ・事業計画の内容が，効果的かつ効率的な委託を実施できるものであること。 

   ・適正な収支計画であること。 

  ③ 団体等が事業計画書に沿った指宿市池田湖観光施設公園の管理を安定して行うために必

要な人員及び財政的基礎を有しており，又は確保できる見込みがあること。 

⑶ 主な審査の項目 

 ① 施設運営の理念・意欲 

 ② 運営方針・実績・ノウハウ 

 ③ 管理の基準・サービス提供の内容（休館日，閉館時間，利用料金等） 

 ④ 収支計画（指定管理料等） 

 ⑤ 施設設備の保守管理及び衛生環境の確保 

 ⑥ 利用促進に関する事項 

 ⑦ 個人情報の保護への対応 

 ⑧ 火災・盗難等の事故・事件の防止措置に関する事項 

 ⑨ サービスの提供体制（職員の配置） 

 ⑩ 危機管理の体制・緊急時の対応体制（職員の配置） 

 ⑪ 財政基盤 

 ⑫ 地域経済への波及効果（地域住民の優先雇用等） 

 ⑷ 指定管理者候補者の決定等 

選定委員会での審査結果を踏まえ，指定管理者候補者を決定します。 
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選定結果については，申請書類を提出した団体等に書面で通知するとともに公表します。

なお，審査結果に対する質問や異議については，一切受け付けません。 

 ⑸ 選定対象の除外等 

   次のいずれかに該当する団体等は，指定管理者候補者の選定の対象から除外します。 

   また，指定管理者候補者の決定を受けた団体等が，当該決定後に次のいずれかの場合に該

当することが判明したときは，当該決定を取り消します。 

  ① 複数の事業計画書を提出したとき。 

  ② 選定委員会の委員に個別に接触したとき。 

  ③ 申請書類等の内容に虚偽又は不正があったとき。 

  ④ 申請書類等の受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 

  ⑤ 申請書類等の提出後に，事業計画の内容を変更したとき。 

  ⑥ その他不正な行為があったとき。 

 

13 指定管理者の指定及び協定の締結 

 ⑴ 指定管理者の指定 

   指定管理者の指定は，決定した指定管理者候補者を池田湖観光施設公園の指定管理者とし

て指定する旨の議案を指宿市議会に提出し，その議決を得て行います。 

 ⑵ 協定の締結 

   指定管理者を指定（議決）した後に，市と指定管理者は業務内容及び管理の基準に関する

細目的事項等について協議の上，協定書を締結します。 

 ⑶ 事前準備 

   指定管理者は管理業務を行うため，業務の開始前に本業務の実施に必要な有資格者及び従

事者を確保し研修を行ってください。また，管理業務を行うにあたり必要とされる機器等（事

務機器を含む）の導入については，市と十分に協議することとします。なお，従事者の確保

や研修，機器等の導入，その他の事前準備に係る費用はすべて指定管理者の負担とします。 

⑷ 留意事項 

  ① 指定管理者としての指定を受けた者が正当な理由なく協定の締結に応じない場合は，指

定管理者の指定の議決後においても指定を取り消すことがあります。 

  ② 指定管理者としての指定を受けた者が，協定の締結までに次に掲げる事項に該当するこ

とが判明した場合には，指定管理者の指定を取り消し，協定を締結しないことがあります。 

   ア 資金事情の悪化等により，事業の履行が確実でないと認められるとき。 

   イ 著しく社会的信用を損なう等により，指定管理者としてふさわしくないと認められる

とき。 

 

14 モニタリングの実施 

  指定管理者が指定管理施設で提供する利用者へのサービスについて，市との間で取り決めた

仕様書や協定書等の要求水準を満たしているか否か等の確認を行うほか，指定管理者自身がサ

ービスの安定的，継続的な提供が可能な状態にあるかなどといった確認や調査を行うことで，
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より効果的・効率的な施設の活用を行うとともに，利用者へのサービス向上を図るため，別に

定める指針に基づきモニタリングを実施します。 

 

15 事業の継続が困難になった場合の措置等 

 ⑴ 指定管理者の責めに帰すべき事由により施設の管理が困難になった場合又はそのおそれが

生じた場合には，市は，法第 244 条の２第 10 項の規定により，指定管理者に対して管理の業

務又は経理の状況に関し報告を求め，実地について調査し，又は必要な指示をすることがあ

ります。この場合において，指定管理者が当該期間内に改善することができなかった場合に

は，市は法第 244 条の２第 11 項の規定により指定管理者の指定を取り消すことがあります。 

 ⑵ 指定管理者の財務状況が著しく悪化し，指定に基づく管理の継続が困難と認められる場合

には，市は法第 244 条の２第 11 項の規定により，指定管理者の指定を取り消すことがあり

ます。 

 ⑶ 不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により事業の継続が

困難となった場合には，市と指定管理者は，事業継続の可否について協議します。 

 

16 様式等 

 ⑴ 様式等のダウンロード 

   この募集要項や申請に必要な指宿市池田湖観光施設公園指定管理者募集要項＜申請関係書

類様式集＞は，本市のホームページからダウンロードすることができます。 

ホームページアドレス：http://www.city.ibusuki.lg.jp/ 

 ⑵ 申請書類の内容に関する調査等 

   必要に応じて，申請書類等の内容について，申請者から聴取調査を行うことがあります。 

 

17 管理運営業務仕様書 

 指宿市池田湖観光施設公園管理運営業務仕様書（別冊） 

 

18 参考資料 

 指宿市池田湖観光施設公園指定管理者募集要項＜参考資料＞ 

 指宿市池田湖観光施設公園条例 

 指宿市池田湖観光施設公園条例施行規則 

  

 


